
青森市
健康寿命延伸計画

計画期間：平成２６年度～令和５年度

平成２６年１０月 策定

令和 ３年 ２月 一部改定

一部改定（案）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 目 次  
 

第１部 

 

 

総論 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

1 

  

第１章 計画の基本的事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3 

 

  １ 計画策定の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

  ２ 計画の位置づけ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

  ３ 計画期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

  ４ 計画の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

  ５ 青森市総合計画前期基本計画との相関図 ・・・・・・・・・・・・ 5 

 第２章 計画の基本方向 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

  １ 市民の健康の現状と課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

  （１） 保健統計等からみた市民の健康 ・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

（２） 特定健康診査等、がん検診の実施状況 ・・・・・・・・・・・・ 20 

（３） 市民の健康意識の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

（４） 子どもの健康 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

40 

54 

  ２ 健康課題と解決に向けての視点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57 

 ３ 計画の理念 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58 

 

 

４ 計画の方向性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

５ 計画の目標値設定の考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

59 

60 

 

    

第２部 各論 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61 

 

 ■計画の体系図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63 

  

第１章 市民のヘルスリテラシー（健康教養）の向上 ・・・・・・・・・・・ 

 

 

64 

 

 

 

（１） 市民のヘルスリテラシー(健康教養)の向上 ・・・・・・・・・・・ 

 

 

65 

 

 



 
 

 
 

第２章 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 ・・・・・・・・・・・・・ 

 

（１） 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 ・・・・・・・・・・・ 

 

（２） 健診・検診の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
 

66 

 

68 

 

70 

 

 第３章 生涯を通じて健康であるための生活習慣づくり  ・・・・・・・・・・ 

 

（１） 栄養・食生活 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（２） 身体活動・運動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（３） 休養 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（４） 飲酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（５） 喫煙 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（６） 歯・口腔の健康づくり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

74 

 

75 

 

77 

 

78 

 

80 

 

82 

 

85 

 

 第４章 社会生活を営むために必要な心身の機能の維持・向上 ・・・・・・・ 

 

（１） 子どもの健康づくり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（２） 高齢者の健康づくり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（３） こころの健康づくり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

87 

 

87 

 

89 

 

91 

 

 第５章 地域における健康づくり運動の促進と健康を支え守るための環境づくり 

 

92 

 

 

資

 

料 編 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   １ 策定経過  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・      

  ２ 青森市健康福祉審議会地域保健専門分科会委員名簿 ・・・・・・・・・ 

  ３ 青森市健康福祉審議会条例  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  ４ 青森市健康福祉審議会規則  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  ５ 策定にあたっての関連データ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  ６ がん検診に関する市民アンケート調査結果  ・・・・・・・・・・・・ 

  

 

   

 

95 

97 

98 

100 

1102 

105 

108 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１部 総論 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

１ 計画策定の目的                                        

 市では、平成 23 年 2 月、本市のまちづくりの最上位計画である「青森市新総合計

画―元気都市あおもり 市民ビジョン―」を策定し、目指すべき将来都市像を「水

と緑と人が共生し 地域の絆で築く 市民主役の元気都市・あおもり」と定めまし

た。 

 

そして、将来都市像の実現に向け、喫緊の課題などに的確に対応し、より力強く

本計画を推進していくための先導的な役割を果たす「元気都市あおもり・リーディ

ングプロジェクト」の戦略のひとつに、「まちの活力を支える市民の健康づくり」を

掲げ、子どもから高齢者までが、本市の活力を支える人材としていきいきと活躍で

きるよう、地域における健康づくりや健康的な生活習慣づくり、疾病の早期発見・

早期治療を通じ市民自らが健康づくりに取り組むことのできる環境づくりを進めて

います。 

 

このような中、平成 25 年 7 月に厚生労働省が公表した、平成 22 年全国市区町村

別生命表では、青森市の男性の平均寿命は全国ワースト 4 位、県内では最下位とな

り、すべての市民が健康で元気に長生きができるよう、健康づくりに関する施策を

総合的かつ効果的に推進していくことが急務となっています。 

 

一方、国では、生活習慣及び社会環境の改善を通じて、子どもから高齢者まです

べての国民がともに支え合いながら希望や生きがいを持ち、ライフステージ（※1）に

応じて健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現ができるよう、平成 25 年度

から平成 34 年度までを計画期間とする「21 世紀における国民健康づくり運動（健

康日本 21）」を策定し、その中で「すべての国民が共に支え合い、健やかで心豊か

に生活できる活力ある社会の実現」という 10 年後を見据えた目指す姿を提示しまし

た。 

 

このような状況のもと、市では、国の「健康日本 21（第 2 次）」及び平成 25 年 3

月に策定された県の「健康あおもり 21（第 2 次）」を踏まえ、策定した健康増進計

画に掲げる方向性を継承しつつ、青森市総合計画前期基本計画の計画終期と整合を

図り、心身ともに健康で、互いに支え合いながら、安心して生きがいを持って暮ら

すことができるやさしい街の実現を図るため、市民の健康づくりに関する目標と取

組の方向性を示す「青森市健康寿命延伸計画」を策定するものです。 
 

               

※1   ライフステージ：人の一生を、乳幼児期、学童期、思春期、青年期、壮年期、高齢期と分 

   けたそれぞれの段階を指す。 

第１章 計画の基本的事項  
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２ 計画の位置づけ                                         

 本計画は、「青森市総合計画 基本構想・前期基本計画」第 2 章第 1 節第 1 項及び

第 4 章第 1 節第 1 項の施策である、「切れ目のない子育て支援」、「健康寿命の延伸」

等、健康づくりに関連する施策を総合的かつ効果的に推進するための分野別計画で

す。 

 また、本計画は、健康増進法第８条第２項の規定に基づく市町村健康増進計画と

します。  

 

３ 計画期間                                             

 改定前の計画期間は平成 26 年度から令和 2 年度までとしておりましたが、平成

31 年 2 月に策定した青森市総合計画前期基本計画に掲げた「基本方針」及び「主な

取組」と整合性が図られること、また、国や県の健康増進に関する次期計画の内容

を踏まえた検討をすることができることから、現計画と青森市総合計画前期基本計

画の計画期間の終期を合わせることとします。 

   

 

 

  

青森市総合計画    

 

青森市健康寿命 

延伸計画 

                                      

 

４ 計画の推進                                           

 本計画は、施策の進捗度を測定するため、目標とする指標項目を設定し、計画の

最終年度の令和 5 年度における目標値を定めます。目標値の達成度などから取組の

評価・検証を行い、計画を推進していきます。 

 新たな健康課題の出現や社会・経済情勢等の本市を取り巻く環境の変化のほか、

市民意識調査等の市民ニーズを踏まえ、必要に応じて適宜見直しを行うなど、柔軟

かつ的確に対応していきます。 

 

     前期開始    前期終了 

平成 26 年度 ～ 令和 2 年度 期間延長 ～令和 5 年度 

26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 元年度  2 年度  3 年度  4 年度  5 年度  
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５ 青森市総合計画前期基本計画との相関図                        

　　　　（１）行財政改革の推進　　　（２）人材育成の推進　

　　　　（３）持続可能な財政運営　 （４）市民ニーズの把握と分かりやすい情報提供
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１ 市民の健康の現状と課題                                     

 

① 年齢別人口の推移 

   平成 27 年国勢調査によると、本市の人口は、287,648 人ですが、今後も減少

していくことが見込まれています。この中では、年少人口（0 歳～14 歳）、生産

年齢人口（15 歳～64 歳）の人口は減少し、老年人口（65 歳以上）は増加する見

込みです。 

今後、高齢化はますます進んでいくと推計されており、市民が生涯を通じて

いつまでも健やかに暮らすことのできる健康づくりの推進が必要です。 

 

            

 

第２章 計画の基本方向 

資料：平成 12 年、17 年、22 年、27 年は国勢調査による 
・合併前の人口については、旧青森市と旧浪岡町の合計数で記載 
・欄外の記載は総人口（総人口には不詳が含まれているため、構成人口の計とは一致しない） 
令和 2 年、7 年は、青森市総合計画基本構想・前期基本計画における将来推計人口（中位推計）に
よる。 

図１ 人口推移と推計 
 

（１） 保健統計等からみた市民の健康 

人  
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② 出生と死亡 

出生率 (※1)が減少傾向にある一方、死亡率※2 は増加傾向にあります。 

 

 

  

  

  

 

③ 平均寿命 

本市の平均寿命(※3)は、平成 27 年で男性が 78.9 歳、女性が 85.7 歳となって

います。平成 22 年と比較し、男性は 2.4 歳、女性は 0.5 歳と延びていますが、

男性においては、全国では 1,888 市区町村中ワースト 50 位となっています。 

全国の平均寿命と比較し、男性は 1.2 歳、女性は 1.3 歳短命でありますが、

男女の平均寿命差は、平成 22 年の 8.7 歳から 6.8 歳に縮小しています。 

今後の健康づくりにおいては、全国との差や男女の差をより縮小していく取

組が重要です。 

 

 

 

 

 

 

               

※1 出生率：人口 1,000 人当たりの年間の出生児数の割合。 

※2 死亡率：人口 1,000 人当たりの年間の死亡数の割合。 

※3 平均寿命：０歳児が平均して何歳まで生きるかを示したもの。  

図２ 青森市の出生と死亡 

資料：平成 30 年青森県保健統計年報 
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表１ 青森市の平均寿命 

資料：厚生労働省平成 27 年市区町村別生命表 

 

図３ 平均寿命の推移 

 

 

区分 

平成 22 年 平成 27 年 

平成 27 年 

－平成 22 年 

平成 27 年 

県内 

順位 

平均 

寿命 

全国順位

ワースト 

県内 

順位 

平均 

寿命 

全国順位

ワースト 

全国の 

平均寿命 

全国と 

青森市の差 

男性 40 位 76.5 年 4 位 10 位 78.9 年 50 位 2.4 年 80.8 年 1.9 年 

女性 24 位 85.2 年 58 位 32 位 85.7 年 23 位 0.5 年 87.0 年 1.3 年 

男女差 － 8.7 年 － － 6.8 年 － 1.9 年 6.2 年 0.6 年 

女性 

全国  

県  

市  

全国  

県  

市  

男性 

資料：平成 22 年市区町村別生命表（市区町村数：1,898 市町村）、平成 27 年市区町村別生命表（市区町数：
1,888 市町村）。全国・県は「都道府県生命表」（厚生労働省）による。市は、昭和 60 年～平成 7 年
は（財）厚生統計協会「市町村別生命表」、平成 12 年～平成 27 年は厚生労働省「市区町村別生命表」
による。  
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④ 要介護等認定者の推移 

高齢者の増加や寿命の延伸に伴い、要介護等認定者数(※1)は年々増加しており、

青森市の要介護等認定率(※2)は、青森県及び全国と比較して高い状況で推移して

います。高齢者が要介護となることを予防し、心身の機能の維持向上につなが

る健康づくりの取組が必要です。 

   

表２ 要介護等認定率の推移 

区 分 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

青森市 18.89% 19.31% 19.43% 19.51% 19.43% 19.41% 

青森県 18.84% 19.16% 19.15% 19.06% 18.73% 18.28% 

全 国 17.48% 17.84% 17.93% 18.04% 18.04% 18.10% 

資料：「青森市高齢者福祉・介護保険事業計画 第 7 期計画」から抜粋（各年 9 月末時点調査） 

 

⑤ 主要死因 

ア 三大死因 

疾病別の死亡順位は、第 1 位は悪性新生物、第 2 位は心疾患、第 3 位は脳血

管疾患となっており、特に、心疾患による死亡率は平成 28 年より年々上昇して

います。また、三大死因の死亡率は、いずれも全国より高い割合で推移してい

ます。 

平成 30 年の本市の死亡数は 3,664 人で、死因の第 1 位が悪性新生物（がん）

で 1,087 人第 2 位が心疾患（心臓病）で 572 人、第 3 位が脳血管疾患で 316 人

となっており、これら三大生活習慣病による死因は全死因の 53.9％を占めてい

ます。この割合は、全国の 50.6％、県の 51.9％より高い状況にあります。 

平成 24 年の三大生活習慣病の死亡率を年齢階級（10 歳階級）別に全国と比較

してみると、悪性新生物では、男女とも 50 歳代から全国との差が顕著となり、

心疾患では、特に男性の 50 歳代から、脳血管疾患では、特に男性の 60 歳代以

降から全国との差が顕著となっています。三大生活習慣病による死亡のうち、

65 歳未満が占める割合は、平成 23 年では 18.7%で約 5 人に 1 人、平成 24 年で

は 16.9％で、約 6 人に 1 人となっており、早世(※3)は大きな課題です。ライフス

テージに応じ、すべての世代において、健康情報や医療情報を適切に利用し活

用していく力となるヘルスリテラシー(※4)（健康教養）を向上させていくことが

必要です。 

 

 

             

※1  要介護等認定者数：要介護状態や要支援状態にあるかどうか、要介護状態にあるとすれば 

どの程度かの判定を行う要介護認定を受けた者。 

※2  要介護等認定率：65 歳以上の人に占める要介護・要支援認定者数の割合。  

※3  早世：65 歳に達せずに死亡すること。 

※4  ヘルスリテラシー：健康に関する正しい知識を身につけ、活用していく力。 
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資料：平成 24 年～平成 30 年青森県保健統計年報 

資料：平成 24 年～平成 30 年青森県保健統計年報 

図４ 主要死因死亡率（人口 10 万対）の経年変化（青森市） 

 

 

 

図５ 三大死因死亡率の経年変化（全国・青森市） 

  

 

 



11 

 

    図６ 主要死因別死亡者の割合(平成 30 年) 

   

 

 

図７ 三大死因（悪性新生物、心疾患、脳血管疾患）の死亡割合（平成 30 年） 

（全国・県・市比較） 

    

平成 30 年 総死亡者数 3,664 人 

53.9％ 

50.6％ 

51.9％ 

資料：平成30年青森県保健統計年報 

資料：平成30年青森県保健統計年報 
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表３ 平成 24 年主な死因・年齢階級（10 歳階級）別死亡率（人口 10 万対） 

 

　死因・年齢階級別（10歳階級）死亡率（人口10万対）

０～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上

青森市 41.5 20.8 52.9 109.0 210.0 560.4 1,496.4 3,842.7 12,383.4

全国 35.3 19.8 55.9 76.1 184.2 443.3 1,152.7 3,042.8 11,159.2

差 6.2 1.0 -3.0 32.9 25.8 117.1 343.7 799.9 1,224.2

青森市 34.5 21.0 20.9 64.5 121.4 325.0 510.2 1,661.3 8,276.0

全国 32.0 11.2 25.2 42.3 101.4 215.0 473.8 1,366.4 7,792.1

差 2.5 9.8 -4.3 22.2 20.0 110.0 36.4 294.9 483.9

青森市 - - - 15.6 42.0 241.5 716.1 1,541.6 3,104.3

全国 2.0 2.6 3.8 10.1 39.8 162.1 536.6 1,243.2 2,766.1

差 -2.0 -2.6 -3.8 5.5 2.2 79.4 179.5 298.4 338.2

青森市 - - 7.0 19.8 72.9 197.6 288.5 635.4 1,346.2

全国 1.7 2.0 3.4 14.2 49.8 122.2 249.1 512.2 1,279.6

差 -1.7 -2.0 3.6 5.6 23.1 75.4 39.4 123.2 66.6

青森市 8.3 - - 20.8 26.2 87.0 232.1 454.3 2,222.2

全国 1.3 0.8 3.1 8.7 27.5 65.6 155.6 396.4 1,702.1

差 7.0 -0.8 -3.1 12.1 -1.3 21.4 76.5 57.9 520.1

青森市 - - - 5.0 9.7 26.4 62.7 354.1 2,011.6

全国 1.3 0.6 1.1 2.4 7.7 15.8 48.2 204.4 1,549.5

差 -1.3 -0.6 -1.1 2.6 2.0 10.6 14.5 149.7 462.1

青森市 - - - 10.4 26.2 43.5 108.7 476.6 1,408.0

全国 0.2 0.2 0.8 4.2 16.4 37.2 86.5 268.8 1,096.0

差 -0.2 -0.2 -0.8 6.2 9.8 6.3 22.2 207.8 312.0

青森市 - - - 5.0 14.6 26.4 16.7 171.9 1,116.7

全国 0.1 0.4 0.6 2.1 6.9 15.8 35.8 125.0 891.3

差 -0.1 -0.4 -0.6 2.9 7.7 10.6 -19.1 46.9 225.4

男

女

総　数

男

男

女

脳血管疾患

女

悪性新生物

男

女

心疾患

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

資料：市の死亡率は、厚生労働省「人口動態統計」を用いて、健康づくり推進課が作成。 
分母となる人口は、総務省統計局の平成 22 年国勢調査による基準人口から算出。    

＊太枠は全国との差が 10 人／10 万人以上 
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図８ 三大生活習慣病による死亡者数のうち 65 歳未満が占める割合 

65歳未満
16.9%

65歳以上
83.1%

65歳未満

65歳以上

 

 

 

 

イ 全国水準から比較した青森市の標準化死亡比（SMR） 

   県が平成 24 年から平成 28 年までの人口動態統計調査(※1)に基づき作成した

県内市町村の標準化死亡比(※2)でみると、青森市は、全国・県と比較し、男女

とも老衰、不慮の事故を除くほとんどの死因において高く、中でも、腎不全に

よる死亡が男女とも極めて高い状況にあります。 

標準化死亡比において、全国より高い死因は、男性は、腎不全、糖尿病、脳

血管疾患、肝疾患、肺炎、悪性新生物、心疾患の順に高く、女性は、腎不全、

脳血管疾患、悪性新生物、肺炎、心疾患、糖尿病、肝疾患の順となっています。 

更に悪性新生物標準化死亡比（SMR）においても、男性は胃がん、大腸がん、

肺がんの順で、女性は肝臓がん、大腸がん、胃がんの順で全国より高い状況と

なっています。 

   腎不全を引き起こす要因となる糖尿病や循環器疾患の発症予防・重症化予防

の対策や、がんの早期発見・早期治療に向け、がん検診の一層の受診率向上を

図ることが必要です。 

 

 

               

※1  人口動態統計調査：出生、死亡、死産、婚姻、離婚に関する統計調査。 

※2  標準化死亡比（SMR）：標準化死亡比とは、人口動態データを用いて算出されるデータで、

地域の年齢構成による死亡数の差を解消し、地域別・死因別に全国水準との比較を可能に

するもので、SMR の値が 100 を上回ると全国水準よりも死亡率が高く、100 を下回ると全

国水準よりも死亡率が低いということがわかる。 

資料：平成24年厚生労働省人口動態統計 
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図９ 平成 24 年～28 年青森市の標準化死亡比（SMR）（男性） 

 

 

 

 

 

 

図１０ 平成 24 年～28 年青森市の標準化死亡比（SMR）（女性） 

 
 

 

資料：平成 28 年青森県保健統計年報 

（使用したデータ：SMR の算定にあたっては、平成 24 年～28 年の人口動態統計調査に基づく死亡数を使用） 

＊人口規模の違いによるデータの不安定性 

人口規模の少ない市町村では、わずかな死亡数の増減により SMR が大きく変動するが、今回の算定にあたって

は、ベイズ推計等によるデータの不安定性の緩和を行っていないため、上記のデータはあくまで参考値となる。 

資料：平成 28 年青森県保健統計年報 

数値は青森市の SMR 

※心疾患（高血圧疾患を除く） 

数値は青森市の SMR 

※心疾患（高血圧疾患を除く） 
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図１１ 平成 24 年～28 年青森市の悪性新生物標準化死亡比（SMR）（男性） 

 

 

 

図１２ 平成 24 年～28 年青森市の悪性新生物標準化死亡比（SMR）（女性） 

 

資料：平成 28 年青森県保健統計年報 

資料：平成 28 年青森県保健統計年報 

数値は青森市の SMR 

数値は青森市の SMR 
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ウ が ん 

    平成 24 年の部位別死亡数では、男性で一番多いのは「気管、気管支及び肺」

で 20.8％、次いで、「胃」16.3％、「大腸」11.9％の順になっており、女性で

は、「大腸」が一番多く 13.9％、次いで「気管、気管支及び肺」12.3％、「胃」

12.0％の順になっています。 
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図１３ 平成 24 年がんの部位別死亡内訳（男女別） 

資料：平成 24 年厚生労働省人口動態統計 
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年代別のがん死亡数では、女性は年代が上がるごとに増加し、男性は、60 代

から急激に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   エ 循環器疾患 

    平成 24 年の心疾患（高血圧性を除く）死亡者 622 人のうち、心不全が 250

人と一番多く、次いで急性心筋梗塞 149 人、その他の虚血性心疾患 94 人の順

になっています。 

    男女別では、心不全による死亡割合は男性 36.7％、女性 42.8％と女性が多

く、急性心筋梗塞及びその他の虚血性心疾患を合わせた死亡割合は男性

45.3％、女性 34.4％と、男性は心疾患死亡の約半分を占めています。 

平成 24 年の脳血管疾患死亡者は 378 人で、そのうち脳梗塞が 239 人で一番 

多く、次いで、脳内出血 102 人、くも膜下出血 33 人の順となっています。男 

女別では、どちらも脳梗塞が約 6 割を占めておりますが、脳内出血では男性 

30.8％、女性 23.3％と男性が多く、くも膜下出血では男性 8.6％、女性 8.8％ 

で、女性が多い状況にあります。 

    心疾患、脳血管疾患ともに、これら疾病の要因となる高血圧や糖尿病など 

の重症化の防止や、高血圧や糖尿病などの疾病リスクと関連の深い、不適切

な食生活や運動不足、喫煙や過度の飲酒等の生活習慣を改善し、発症予防の

対策を図ることが重要です。 

 

資料：平成 24 年厚生労働省人口動態統計 

図１４ 平成 24 年がんの年代別死亡数（人口 10 万対） 
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オ 糖尿病 

糖尿病による死亡率は、年々増加傾向にあり、全国と比較し高い状況が続

いています。 

糖尿病を引き起こす要因となる、不適切な食生活や運動不足、過度の飲酒

等の生活習慣を改善し、発症予防の対策を図ることや、重症化の予防を図る

対策が重要です。 

 

 

 

 

図１５ 平成 24 年心疾患による死亡内訳 

図１６ 平成 24 年脳血管疾患による死亡内訳  

資料：平成 24 年厚生労働省人口動態統計 

資料：平成 24 年厚生労働省人口動態統計 
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カ 自 殺 

  自殺死亡者数・死亡率は平成 24 年より減少し、令和元年では全国 15.7、青

森市 14.9 となっています。 

  また、年代別の自殺者数を見ると、60 歳代に自殺者が多く、20 歳代～50 歳

代の自殺死亡者数は、全体の約 6 割を占めていることから、若者世代から働

き盛り世代に対するメンタルヘルス(※1)対策を強化するとともに、ライフステ

ージに応じた心の健康づくり対策が重要です。 
 
 

 

 

             

※1 メンタルヘルス：こころの健康。  

図１７ 糖尿病死亡率年次推移（人口 10 万対） 

死亡率  

図１８ 自殺死亡者数・死亡率の推移（人口 10 万対）  

資料：平成 24 年～平成 30 年青森県保健統計年報 

資料：令和元年厚生労働省人口動態統計 

資料：平成 30 年厚生労働省人口動態統計 
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① 特定健康診査等受診状況 

ア 特定健康診査(※1)受診率実績 

本市の特定健康診査受診率は、青森県内における平均値を上回っており、事

業開始の平成20年から上昇しています。 

これまでも、青森市医師会の協力のもと「かかりつけ医」による積極的な受 

診勧奨など様々な取組を実施してきており、未受診対策が功を奏していること

がうかがわれます。 
 

表４ 年度別特定健康診査受診率 

年 度 対象者数 受診者数 目標値 受診率 県平均 

平成 24 年度 53,711 人 18,208 人 65.0% 33.9% 29.9% 

平成 25 年度 53,052 人 19,677 人 40.0% 37.1% 31.8% 

平成 26 年度 51,810 人 20,479 人 45.0% 39.5% 34.0% 

平成 27 年度 50,358 人 20,284 人 50.0% 40.3% 35.5% 

平成 28 年度 48,224 人 19,280 人 55.0% 40.0% 36.3% 

平成 29 年度 46,790 人 18,867 人 60.0% 40.3% 37.1% 

平成 30 年度 45,392 人 18,487 人 43.0% 40.7% 38.0% 

資料：「第二期・第三期青森市特定健康診査等実施計画」及び「青森県特定健診・特定保健指導実施状況」から抜粋 

             

※1  特定健康診査：40 歳以上 75 歳未満（年度途中に 75 歳に達する者を含む）の国民健康保険  

被保険者及び被扶養者を対象とした、メタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおい

た、生活習慣病予防のための健診のこと。  

図１９ 年齢階級別自殺死亡者数（平成 24 年） 

人  

（２） 特定健康診査等、がん検診の実施状況 

平成 24 年厚生労働省人口動態統計 
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資料：特定健診等データ管理システム 特定健診・特定保健指導実施結果総括表から健康づくり推進課作成 

イ 特定保健指導(※1)実施率 

特定保健指導の実施率は概ね上昇傾向にあり、引き続き、目標値及び県平均

を上回るよう実施率を向上させることが必要です。 

 

表５ 年度別特定保健指導実施率 

年 度 対象者数 受診者数 目標値 実施率 県平均 

平成 24 年度 1,461 人 379 人 45.0% 25.9% 32.4% 

平成 25 年度 1,647 人 536 人 40.0% 32.5% 34.7% 

平成 26 年度 1,610 人 615 人 45.0% 38.2% 36.5% 

平成 27 年度 1,538 人 565 人 50.0% 36.7% 40.6% 

平成 28 年度 1,519 人 618 人 55.0% 40.7% 42.6% 

平成 29 年度 1,367 人 501 人 60.0% 36.6% 44.4% 

平成 30 年度 1,301 人 576 人 41.0% 44.3% 46.2% 

資料：「第二期・第三期青森市特定健康診査等実施計画」及び「青森県特定健診・特定保健指導実施状況」から抜粋 

  

 

表６ 年代別特定保健指導実施率 

40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～74歳 計

対象者 168人 234人 704人 355人 1,461人

平成24年度 終了者 20人 34人 210人 115人 379人

実施率 11.9% 14.5% 29.8% 32.4% 25.9%

対象者 196人 239人 798人 377人 1,610人

平成26年度 終了者 29人 43人 367人 176人 615人

実施率 14.8% 18.0% 46.0% 46.7% 38.2%

対象者 208人 221人 751人 339人 1,519人

平成28年度 終了者 51人 62人 336人 169人 618人

実施率 24.5% 28.1% 44.7% 49.8% 40.7%

対象者 196人 181人 582人 342人 1,301人

平成30年度 終了者 62人 65人 284人 165人 576人

実施率 31.6% 35.9% 48.8% 48.2% 44.3%

区　　　分

 

 

             

※1  特定保健指導：特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高い方に対して、医

師や保健師や管理栄養士等が対象者の身体状況に合わせた生活習慣を見直すためのサポ

ートを行う。特定保健指導には、リスクの程度に応じて、動機付け支援と積極的支援があ

る（よりリスクが高い方が積極的支援となる）。 
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② 特定健康診査受診者の状況 

ア メタボリックシンドローム該当者及び予備群者数の割合と肥満度の割合 

本市の特定健康診査受診者のうち、メタボリックシンドローム(※1)該当者及

び予備群の割合は、全国、県と比較して、やや高い状況で推移しています。 

平成 24 年度の受診状況では、男性は、すべての年代において、メタボリッ

クシンドロームの該当となる腹囲 85cm 以上の方の割合が、全体の約半数を占

めており、女性でメタボリックシンドローム該当となる腹囲 90cm 以上の方の

割合は、年代が高くなるほど多くなり、70 歳代で約 2 人に 1 人となっています。 

身長と体重からみた肥満度を示す BMI(※2)では、男性は、女性に比べ、すべ

ての年代において、BMI が 25 以上の肥満者の割合が高く、特に、40 歳代では

約 4 割の方が肥満の状態にあります。 

生活習慣病の起因となるメタボリックシンドローム該当者の状態を改善し

ていくため、特定保健指導の実施率を高めていくことが必要です。 
 
 
 

表７ メタボリックシンドロームの該当率及び予備群該当率         

メタボ 予備群 メタボ 予備群 メタボ 予備群 メタボ 予備群

該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当 該当

17.9% 10.9% 18.3% 10.5% 19.8% 11.0% 20.8% 10.6%

14.9% 11.1% 15.8% 10.9% 17.0% 10.8% 18.3% 10.9%

16.2% 10.8% 16.6% 10.6% 17.4% 10.6% 18.6% 11.0%

区　　分

平成24年度 平成26年度 平成28年度 平成30年度

青森市国保

県（市町村国保）

全国（市町村国保）
 

 

 

  表８ メ タ ボ リ ッ ク シ ン ド ロ ー ム の 年 度 別 、 年 代 別 の 該 当 者 及 び 予 備 群 者 数 の 受 診 者 に 占 め る 割 合                                

40歳 45歳 50歳 55歳 60歳 65歳 70歳

～44歳 ～49歳 ～54歳 ～59歳 ～64歳 ～69歳 ～74歳

22.1% 23.3% 25.3% 25.8% 26.3% 29.0% 32.9%

19.0% 24.0% 25.2% 27.0% 28.3% 28.3% 30.9%

23.8% 30.4% 33.1% 26.7% 29.0% 31.3% 32.1%

24.4% 35.0% 32.1% 28.5% 29.6% 31.8% 32.3%

区　　分

平成24年度

平成26年度

平成28年度

平成30年度
 

         資料：特定健診等データ管理システム 特定健診・特定保健指導実施結果総括表から一部抜粋 

 

             
 

※1  メタボリックシンドローム：内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のう 

ちいずれか 2 つ以上をあわせもった状態。 

※2  BMI：身長から見た体重の割合を示す体格指数のこと。BMI＝「体重 (kg)÷身長 (m)÷身長 m」で、BMI に基づ

く肥満の判定基準では、18.5 未満で低体重（やせ）、18.5～25 未満が普通体重、25 以上で肥満と判定される。 

資料：青森県特定健診・特定保健指導実施状況 
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図２０ 男性の BMI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 

図２１ 女性の BMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2%

6.2%

61.1%

58.3%

54.9%

50.2%

27.6%

29.1%

30.0%

31.9%

3.3%

3.3%

2.7%

3.7%

7.5%

5.8%

2.8%

3.1%

4.9%

8.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

70歳代

60歳代

50歳代

40歳代

18.5未満

18.5以上20.0未満

20.0以上25.0未満

25.0以上30.0未満

30.0以上

有効数　40歳代：568人　50歳代：881人　60歳代：3947人　70歳代：2396人

6.2%

7.1%

10.1%

11.3%

9.5%

11.1%

15.3%

18.0%

55.4%

55.8%

51.7%

47.1%

25.2%

22.3%

16.8%

16.9%

6.1%

6.7%

3.8%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

70歳代

60歳代

50歳代

40歳代 18.5未満

18.5以上20.0未満

20.0以上25.0未満

25.0以上30.0未満

30.0以上

有効数　40歳代：700人　50歳代：1452人　60歳代：6267人　70歳代：3460人

 資料：平成 24 年度特定健康診査受診結果 健康づくり推進課調べ 

 資料：平成 24 年度特定健康診査受診結果 健康づくり推進課調べ 

※表、グラフの割合の数値は、端数処理の関係で各項目の合計値が 100％にならない箇所があります。 

次頁以降も同様といたします。 
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図２２ 男性の腹囲   
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図２３ 女性の腹囲 
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62.7%

67.9%

76.0%

18.3%
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イ 男 女 別 ・ 年 代 別 の 服 薬 あ り の 方 と な し の 方 の 収 縮 期 血 圧 ・ 拡 張 期 血 圧 の 状 況 

男性の収縮期血圧(※1)では、医療継続で服薬ありの方が、服薬なしの方より

140mmHg 以上の値を示す方の割合が多い状況にあり、女性においても同様の傾

向にあります。 

          

※1   収縮期血圧：心臓が収縮したときの血圧。血液が心臓から全身に送り出された状態で、血圧

が最も高くなるため、最高血圧とも呼ばれる。 

 

 資料：平成 24 年度特定健康診査受診結果 健康づくり推進課調べ 

 資料：平成 24 年度特定健康診査受診結果 健康づくり推進課調べ 

単位：㎝ 

単位：㎝ 
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また、男性の拡張期血圧(※1)においても、医療継続中で服薬ありの方が、服

薬なしの方より 90mmHg 以上の値を示す方の割合が多く、特に 40 歳代におい

て高い状況にあります。この傾向は女性も同様の状況です。医療継続中の方々

の重症化を防止していくことが重要です。 

 

  図２４ 男性の収縮期血圧（服薬あり）  
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19.6%
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180以上

 

 

図２５ 男性の収縮期血圧(服薬なし) 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

※1  拡張期血圧：心臓が拡張したときの血圧。全身を循環する血液が肺静脈から心臓へ戻った状

態で、血圧が最も低くなるため、最低血圧とも呼ばれる。 

25.7%

30.7%

33.7%

48.3%

27.6%

24.3%

25.1%

27.5%

23.9%

23.6%

20.9%

16.0%

16.9%

16.5%

15.1%

6.6%

5.1%

3.8%

4.4%

1.6%

0.9%

1.0%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

70歳代

60歳代

50歳代

40歳代
120未満

120以上130未満

130以上140未満

140以上160未満

160以上180未満

180以上

 資料：平成 24 年度特定健康診査受診結果 健康づくり推進課調べ 

単位：mmHg 

単位：mmHg 

 資料：平成 24 年度特定健康診査受診結果 健康づくり推進課調べ 
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図２６ 女性の収縮期血圧（服薬あり）  
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図２７ 女性の収縮期血圧（服薬なし）                                
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 資料：平成 24 年度特定健康診査受診結果 健康づくり推進課調べ 

単位：mmHg 

単位：mmHg 

 資料：平成 24 年度特定健康診査受診結果 健康づくり推進課調べ 
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図２８ 男性の拡張期血圧(服薬あり)   
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図２９ 男性の拡張期血圧（服薬なし）  
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単位：mmHg 

 資料：平成 24 年度特定健康診査受診結果 健康づくり推進課調べ 

 資料：平成 24 年度特定健康診査受診結果 健康づくり推進課調べ 

単位：mmHg 
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  図３０ 女性の拡張期血圧(服薬あり)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

図３１ 女性の拡張期血圧(服薬なし) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 男女別・年代別の服薬ありの方となしの方の LDL-コレステロールの状況 

男性・女性ともに、LDL-コレステロール(※1)は、服薬をしている方より、服薬を

していない方に 160mg/dl 以上の異常値を示す割合が多く、特に、40 歳代・50

歳代の男性、50 歳代以降の女性において高い状況にあります。異常値を示す方

への適切な医療受診への指導を行い、重症化を防止していくことが必要です。 

             

※1  LDL-コレステロール：動脈硬化を引き起こす強力な危険因子のことで「悪玉コレステロー

ル」とも呼ばれている。  

 資料：平成 24 年度特定健康診査受診結果 健康づくり推進課調べ 

 資料：平成 24 年度特定健康診査受診結果 健康づくり推進課調べ 

単位：mmHg 
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 図３２ 男性の LDL-コレステロール（服薬あり） 
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図３３ 男性の LDL-コレステロール（服薬なし）   
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 資料：平成 24 年度特定健康診査受診結果 健康づくり推進課調べ 

単位：mm/dl 

 資料：平成 24 年度特定健康診査受診結果 健康づくり推進課調べ 

単位：mm/dl 
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図３４ 女性の LDL-コレステロール（服薬あり） 
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図３５ 女性の LDL-コレステロール（服薬なし） 
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 資料：平成 24 年度特定健康診査受診結果 健康づくり推進課調べ 

 資料：平成 24 年度特定健康診査受診結果 健康づくり推進課調べ 

単位：mm/dl 

単位：mm/dl 



31 

 

エ 男女別・年代別の服薬ありとなしの方の空腹時血糖と HbA1c の状況 

男女とも、医療継続で服薬している方が、服薬していない方よりも、空腹

時血糖(※1)が 126mg/dl 以上の異常値を示す割合が高く、特に男性においては、

服薬している方々の半数以上が 126mg/dl 以上の異常値を示しています。女性

においても、同様に、服薬している方々の約 4 割が 126mg/dl 以上の値を示し

ています。 

同じく血糖値のコントロール状況を示す HbA1c(※2)では、男女とも、医療継

続中で服薬ありの方が、服薬なしの方より 8.0％以上の異常値を示す方の割合

が高く、特に、40 歳代の服薬ありの方に多い傾向があります。医療継続中の

方々の糖尿病の重症化を予防していくことが重要です。 

 

図３６ 男性の空腹時血糖（服薬あり）    
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40歳代
100未満

100以上110未満

110以上126未満

126以上

 

 

 

 

 

 

            

※1  空腹時血糖：血液中のブドウ糖濃度を表す血糖値のうち 、食事前（前の食事から 10～14

時間後）の空腹時に測定したもの。糖代謝機能の検査指標で、糖尿病などの診断指標のひ

とつ。日本糖尿病学会では、正常域（100mg/dl 未満）、正常高値（100～109mg/dl）、境界

域（110～125mg/dl）、糖尿病域（126mg/dl 以上）と分類している。  

※2  HbA1c：赤血球の中にある酸素を運ぶヘモグロビンに血液中の糖が結合したもの。 過去 1

～2 か月間の平均血糖値を表す。 

単位：mm/dl 

 資料：平成 24 年度特定健康診査受診結果 健康づくり推進課調べ 
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図３７ 男性の空腹時血糖（服薬なし）  

63.0%

61.1%

66.4%

75.1%

20.8%

22.1%

17.4%

16.1%

10.1%

10.5%

9.7%

5.7%

6.3%

6.1%

6.5%

3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

70歳代

60歳代

50歳代

40歳代
100未満

100以上110未満

110以上126未満

126以上

 

 

 

                         

図３８ 女性の空腹時血糖（服薬あり）  

17.5%

18.2%

14.8%

18.2%

15.6%

13.2%

11.1%

29.1%

23.4%

27.8%

36.4%

37.8%

45.3%

46.3%

45.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

70歳代

60歳代

50歳代

40歳代
100未満

100以上110未満

110以上126未満

126以上

  

 

 

 

 資料：平成 24 年度特定健康診査受診結果 健康づくり推進課調べ 

単位：mm/dl 

単位：mm/dl 

 資料：平成 24 年度特定健康診査受診結果 健康づくり推進課調べ 
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図３９ 女性の空腹時血糖（服薬なし）  

77.7%

77.9%

82.5%

90.8%

14.3%

14.2%

11.2%

7.1%

6.1%

5.8%

1.8%

4.8%

1.9%

2.1%

0.3%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

70歳代

60歳代

50歳代

40歳代
100未満

100以上110未満

110以上126未満

126以上

 

 

 

 

図４０ 男性の HbA1c（服薬あり）  

6.6%

6.5%

6.6%

5.6%

15.2%

9.9%

9.8%

5.6%

28.4%

25.8%

21.3%

11.1%

46.7%

52.4%

59.0%

61.1% 16.7%

3.3%

5.4%

3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

70歳代

60歳代

50歳代

40歳代

5.2未満

5.2以上5.6未満

5.6以上6.1未満

6.1以上8.0未満

8.0以上

 

 資料：平成 24 年度特定健康診査受診結果 健康づくり推進課調べ 

単位：mm/dl 

単位：mm/dl 

 資料：平成 24 年度特定健康診査受診結果 健康づくり推進課調べ 
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図４１ 男性の HbA1c（服薬なし）  

54.9%

54.2%

58.4%

66.1%

27.4%

28.4%

26.2%

22.9%

11.9%
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5.8%

5.3%

4.8%
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0.4%

0.6%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
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60歳代

50歳代

40歳代

5.2未満

5.2以上5.6未満
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6.1以上8.0未満

8.0以上

  

 

 

 

図４２ 女性の HbA1c（服薬あり）  

26.5%

24.9%

23.4%

28.6%

57.2%
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55.3%

42.9%

10.6%
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4.3%

5.2%
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28.6%
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50歳代

40歳代
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5.2以上5.6未満
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 資料：平成 24 年度特定健康診査受診結果 健康づくり推進課調べ 

単位：mm/dl 

単位：mm/dl 

 資料：平成 24 年度特定健康診査受診結果 健康づくり推進課調べ 
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図４３ 女性の HbA1c（服薬なし）  

53.0%
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32.9%

31.9%

25.4%

19.1%

10.7%

11.0%

8.4%

2.3%
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60歳代

50歳代

40歳代
5.2未満
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③ 各種がん検診受診状況 

 各種がん検診の受診率において、概ね横ばいの状態で推移しています。がん

の早期発見、早期治療のため、受診率を向上させていくことが必要です。 

 

表９ 各種がん検診受診率  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 2 年度青森市健康福祉要覧  

 

※がん検診受診率は、平成 28 年度から国が改めて市町村間で比較可能ながん検診 

受診率の算出方法を示したことに伴い、当該検診の対象者を 4 月 1 日現在の当該 

検診対象年齢の住民全員として算出 

 

 

区 分 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

胃がん 7.5% 7.2% 6.8% 6.3% 

大腸がん 13.9% 15.6% 14.2% 13.7% 

肺がん 4.6% 4.8% 4.9% 4.8% 

子宮頸がん 8.6% 8.1% 7.9% 7.8% 

乳がん 11.3% 10.2% 9.9% 9.9% 

 資料：平成 24 年度特定健康診査受診結果 健康づくり推進課調べ 

単位：mm/dl 
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図４４ 各種がん検診受診率 

 

資料：令和 2 年度青森市健康福祉要覧  

 

 

④ 各種がん検診精密検査受診状況 

   各種がん検診の結果、要精密検査となった方の精密検査の受診率は、いずれ

も平成 29 年度では、肺がん、乳がん及び子宮頸がんは 90％台、胃がん、大腸が

んは 88％以上となっています。がんの早期発見・早期治療を図る観点から、要

精密検査受診者の受診率を 100％となるよう、受診勧奨の徹底と検診実施医療機

関や実施機関との連携のもとに、精密検査を受診したか方々の結果を正しく把

握し、精度管理を行っていくことが必要です。 

 

表１０ 各種がん検診の要精密検査者の精密検査受診率 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

78.2% 88.0% 87.8% 89.6% 90.3% 88.8%

71.0% 89.0% 94.9% 94.3% 85.7% 94.5%

74.6% 88.0% 86.5% 86.1% 83.6% 88.7%

82.8% 94.0% 96.4% 97.2% 95.9% 98.0%

81.5% 93.2% 93.9% 93.3% 92.4% 92.8%

肺がん検診

大腸がん検診

乳がん検診

子宮頸がん検診

年　　度

胃がん検診

 
資料：平成 30 年度地域保健・健康増進事業報告  
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⑤ がん検診に関する市民アンケート調査の状況 

平成 25 年度に実施した、がん検診に関する市民アンケート調査では、79.9％

の方が、「がん検診は早期発見・早期治療につながると思う」と答えています。 

しかし、昨年度、胃がん、大腸がん、肺がん検診を受けた人、また、昨年度

または一昨年度に乳がん、子宮がん検診を受けた方は、約 5 割にとどまってお

り、受診しなかった理由の第 1 位は、「症状がないから受ける必要性を感じない」

でした。  

また、がん検診について、26.6％の方が、家族や地域・職場で、がん検診を

勧めたり勧められたりすることはほとんど無いと答えています。 

このようなことから、症状がないからこそがん検診を受ける必要があること

の意識の啓発と、知識や意識を持つだけではなく、実際の受診行動に結びつけ

るための対策や検診受診を呼びかけていく環境づくりが必要です。 

   職場におけるがん検診においては、職場にがん検診を受診する機会がない方

は、胃がんが 30.9%、大腸がんが 34.1%、肺がんが 27.4％、乳がんが 53.5％、

子宮がんが 53.1%であり、特に乳がん、子宮がんについては約 5 割が行ってい

ない状況にあります。 

また、職場検診の中で、がん検診を受診する機会がない方で、市の検診を受

診できることを知らなかったという方が、胃がんが 38.6%、大腸がんが 34.1%、

肺がんが 39.0％、乳がんが 23.6％、子宮がんが 23.4%を占めていました。 

   このようなことから、職域と連携し、職場で検診を受ける機会のない方や被

扶養者について、がん検診につなげていく対策が必要です。 

 

  図４５ がん検診は早期発見・早期治療につながると思うか。 

問10　がん検診は早期発見・早期治療につながると思うか

89.2%

89.6%

77.3%

78.9%

78.6%

79.9%

7.5%

18.7%

17.2%

14.3%

15.1%

10.8%

3.4%

5.4%

1.7%

3.0%

2.7%

1.2%

1.4%

2.2%

0.7%

0.7%

0.3%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳代

(n=37)

30歳代

(n=67)

40歳代

(n=150)

50歳代

(n=180)

60歳代

(n=294)

全体

(n=728)

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

どちらかといえばそう思わない

全くそう思わない

 

がん検診に関する市民アンケート調査結果：健康づくり推進課調べ 
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図４６ 昨年度、がん検診を受けたか 

昨年度がん検診を受けたか
（乳がん、子宮がんは昨年または一昨年に検診を受けたか）

48.4%

47.8%

53.4%

43.4%

43.3%

51.6%

52.2%

46.6%

56.6%

56.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

胃がん

大腸がん

肺がん

乳がん

子宮がん

受けた

受けなかった

 

                 がん検診に関する市民アンケート調査結果：健康づくり推進課調べ 

 

表１１ 昨年度（または一昨年度）がん検診をうけなかった理由 

 

 区 分 １位 ２位 ３位 

胃 が ん 
症状がないので受ける

必要性を感じない 
たまたま受けていない 面倒 

大腸がん 
症状がないので受ける

必要性を感じない 
面倒 たまたま受けていない 

肺 が ん 
症状がないので受ける

必要性を感じない 
たまたま受けていない 

心配な時には医療機関

を受診 

乳 が ん たまたま受けていない 
症状がないので受ける

必要性を感じない 
面倒 

子宮がん 
症状がないので受ける

必要性を感じない 
たまたま受けていない 面倒 

          がん検診に関する市民アンケート調査結果：健康づくり推進課調べ 
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図４７ がん検診について、家族や地域・職場で、受けることを勧めたり勧め

られたりすることはあるか。 

がん検診について勧められたり勧めたりするか

16.7%

20.7%

27.2%

28.0%

24.5%

45.9%

56.1%

51.3%

46.7%

47.8%

48.9%

40.5%

27.3%

28.0%

26.1%

24.2%

26.6%

13.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20歳代

(n=37)

30歳代

(n=66)

40歳代

(n=150)

50歳代

(n=180)

60歳代

(n=289)

全体

(n=722)

よくある

たまにある

ほとんどない

 

がん検診に関する市民アンケート調査結果：健康づくり推進課調べ 

 

表１２ 職場検診の中の受診機会（国民健康保険以外） 

がん検診に関する市民アンケート調査結果：健康づくり推進課調べ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  本人のみ 
本人及び 

被扶養者 
ない 

※ない場合、市の検診を受診できること  

知っている 知らなかった 

胃 が ん 37.2% 31.9% 30.9% 61.4% 38.6% 

大腸がん 37.5% 28.4% 34.1% 62.8% 32.7% 

肺 が ん 42.8% 29.8% 27.4% 61.0% 39.0% 

乳 が ん 27.6% 18.9% 53.5% 76.4% 23.6% 

子宮がん 28.6% 18.3% 53.1% 76.6% 23.4% 
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市民の健康意識については、市民意識調査の結果などから、約４人に１人が

「生活の中で健康に気をつけていない、どちらかというと気をつけていない」

「食事のバランスについて実行していない」「運動もしていないし、身体もあま

り動かさない」「歯の健康を守るため特に何もしていない」と回答しています。

また、約５人に１人が「睡眠による休養が十分とれていない」、約６人に１人が

「毎日飲酒している」、「40 歳代の男性の４割が喫煙している」などの状況とな

っています。 

これらのことから、栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙の生

活習慣について、意識するだけではなく、実際に生活習慣を改善し、健康的な

習慣を維持・継続していくことや、歯・口腔の健康を保つことが全身の健康に

つながっていくことへの意識の啓発が一層必要です。子どもから高齢期まで、

全ての年代において、生涯を通じた健康的な生活習慣づくりを進めていくこと

が必要です。 

 

 

① 平成２４年度第２回青森市民意識調査 「テーマ３ 健康づくりの推進について」 結果 

   

  ア あなたは、自分自身を健康だと思いますか。 

    ＜全体＞ 

    

どちらかといえ
ば健康ではな

い 18.0%

どちらかといえ
ば健康である

62.6%

健康ではない 
11.4%

非常に健康で
ある 　7.1%

無回答
 1.0%

 

    「どちらかといえば健康である」と「非常に健康である」を合わせた“健康

である人”の割合は 69.7%となっており、「どちらかといえば健康ではない」

と「健康ではない」を合わせた“健康でない人”の 29.4％を上回っています。 

    

    

 

（３） 市民の健康意識の状況 
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＜年代別＞ 

   

4.4%

5.1%

1.9%

8.5%

11.0%

14.0%

31.8%

48.3%

61.6%

73.3%

72.8%

65.4%

59.6%

54.5%

21.1%

20.8%

18.1%

12.9%

17.8%

14.0%

11.4%

22.8%

11.6%

6.3%

5.4%

5.8%

12.3%

2.3%

0.4%

0.4%

0.9%

3.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70歳以上

60代

50代

40代

30代

20代

10代（16歳～）

非常に健康である どちらかといえば健康である

どちらかといえば健康ではない 健康ではない

無回答

 

   

イ あなたは、普段の生活の中で、健康に気をつけていますか。 

   ＜全体＞ 

    

普段から気を
つけている　 

21.7%

どちらかという
と気をつけて
いる 55.0%

どちらかという
と気をつけて
いない 13.0%

特に気をつけ
ていない　

9.3%

無回答
 1.0%

 

「どちらかというと気をつけている」と「普段から気をつけている」を合わ

せた“気をつけている人”の割合は 76.7%となっており、「どちらかという

と気をつけていない」と「特に気をつけていない」を合わせた“気をつけて

いない人”の 22.3％を大きく上回っています。 
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＜年代別＞ 

  

38.9%

25.3%

16.3%

12.1%

13.1%

10.5%

22.7%

45.6%

57.1%

64.1%

57.1%

48.2%

64.0%

40.9%

5.0%

7.7%

11.9%

19.6%

26.2%

14.9%

20.5%

6.7%

9.2%

7.8%

10.7%

12.0%

10.5%

15.9%

3.7%

0.6%

0.4%

0.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70歳以上

60代

50代

40代

30代

20代

10代（16歳～）

普段から気をつけている どちらかというと気をつけている

どちらかというと気をつけていない 特に気をつけていない

無回答

 

 

ウ 「普段から気をつけている」、「どちらかといえば気をつけている」かたの場合 

あなたが、ご自身の健康のために、実践されていることはどのようなこと

ですか。 
 

   ＜全体＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.6%

53.1%

50.2%

47.6%

44.6%

43.5%

41.2%

34.8%

30.7%

24.0%

2.5%

0.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

食事、栄養に気をつけている

規則正しい生活を心がけている

休養や睡眠を十分とるようにしている

定期的に健康診査やがん検診を受けている

たばこを吸わない、やめた、または本数を減らしている

なるべく体を動かしたり、運動したりしている

日頃から体重や血圧などのチェックをしている

ストレス解消を心がけている

お酒を飲み過ぎないようにしている

健康や病気に関するテレビや新聞をみたり、講座に参加し

たりして知識を身につけている

その他

無回答
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（％）

男女別 判定 16歳～19歳 20歳～29歳 30歳～39歳 40歳～49歳 50歳～59歳 60歳～69歳 70歳以上

低体重(やせ) 5.9 10.0 7.5 0.0 0.8 1.5 4.2

普通 64.7 64.0 63.8 65.9 64.6 71.5 64.7

肥満 29.4 26.0 28.8 34.1 34.6 27.0 31.1

低体重(やせ) 8.0 20.0 13.6 10.0 9.3 5.1 8.7

普通 84.0 63.6 69.1 73.1 75.2 74.4 71.7

肥満 8.0 16.4 17.3 16.9 15.5 20.5 19.6

男性

女性

「食事、栄養に気をつけている」が 62.6%と最も割合が高く、以下、「規則正

しい生活を心がけている」(53.1%)、「休養や睡眠を十分とるようにしている」

(50.2%)の順になっています。 

 

エ あなたの現在の身長、体重について教えてください。 

＜全体＞ 

無回答
3.7%

低体重
6.7%

普通
 67.0%

肥満
22.6%

    

「普通」が 67.0%と最も割合が高く、以下、「肥満」(22.6%)、「低体重」(6.7%)

の順になっています。 

  

＜性別＞              （％）  

   区分 男性 女性 

１ 低体重（やせ） 3.1 9.6 

２ 普通 64.6 69.8 

３ 肥満 29.0 16.9 

４ 無回答 3.3 3.8 

     男女ともに全体と同様の結果になっていますが、「低体重（やせ）」の割合

は、女性(9.6%)が男性(3.1%)よりも 6.5 ポイント、また「肥満」の割合は男

性(29.0%)が女性(16.9%)よりも 12.1 ポイント高くなっています。  
 

 ＜年齢別＞ 

 

 

 

 

 

 

   

 

※身長と体重からみた肥満度 

BMI＝体重[kg]÷身長[m]÷身長[m] 

18.5 未満「低体重」 

18.5 以上～25 未満「普通」 

25 以上「肥満」 
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無回答  1.9%

意識も実行も
していない 

6.3%

意識はするが
実行していな

い 17.0%

意識して実行
している  

30.1%

時々意識して
実行している 

44.7%

オ あなたは、食事のバランス（主食、主菜、副菜の組み合わせ）に気をつけて食 

事を摂るようにしていますか。 

 

＜全体＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   「時々意識して実行している」と「意識して実行している」を合わせた“実

行している人”の割合は 74.8%となっています。一方で「意識はするが実行し

ていない」と「意識も実行もしていない」を合わせた“実行していない人”

の割合は 23.3％となっています。 

    

＜年代別＞ 

36.9%

36.3%

30.0%

25.4%

25.7%

17.5%

11.4%

42.3%

43.8%

48.9%

48.2%

41.9%

44.7%

38.6%

16.4%

15.6%

21.4%

19.4%

20.2%

34.1%

10.4%

4.5%

12.0%

16.7%

15.9%

4.1%

3.0%

4.7%

1.0%

0.9%

0.4%

1.5%

0.6%

5.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

70歳以上

60代

50代

40代

30代

20代

10代（16歳～）

意識して実行している 時々意識して実行している

意識はするが実行していない 意識も実行もしていない

無回答
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53.6%

46.6%

44.9%

37.2%

34.5%

33.2%

32.2%

31.5%

30.8%

25.6%

5.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

毎食、野菜を摂るよう心がけている

間食や夜食は控えている

塩分を控えている

ジュース類などを控えている

揚げ物や脂っこいものを控えている

腹八分目を心がけている

寝る前3時間以内は食べないようにしている

摂取カロリーが多くならないよう意識している

糖分を控えている

よく噛んで食べるようにしている

無回答

無回答
 1.3%

週4～6日飲む
7.1%

週1～3日飲む　
 13.1%

月1～3日飲む 
16.4%

毎日飲む 
17.0%

飲まない 
45.0%

カ あなたの食習慣について、実践しているものすべてに○をつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「毎食、野菜を摂るよう心がけている」が 53.6％と最も割合が高く、以下、「間食や

夜食は控えている」(46.6%)、「塩分を控えている」(44.9%)の順になっています。 

 

キ あなたが、お酒を飲む頻度はどれくらいですか。 

＜全体＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「飲まない」が 45.0%と最も割合が高く、以下、「毎日飲む」(17.0%)、「月 

1～3 日飲む」(16.4%)の順になっています。 
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34.5%

31.2%

19.1%

9.7%

2.3%

1.6%

1.6%

0% 10% 20% 30% 40%

1合～2合（360ｍｌ）未満

1合（180ｍｌ）未満

2合～3合（540ｍｌ）未満

3合～4合（720ｍｌ）未満

4合～5合（900ｍｌ）未満

5合以上

無回答

  ＜年代別＞ 

58.1%

50.6%

34.4%

30.8%

34.0%

43.0%

100%

8.7%

11.6%

15.6%

20.1%

28.8%

31.6%

18.1%

18.3%

15.2%

14.9%

8.1%

10.1%
7.7%

10.4%

3.7%

5.2%

2.6%

12.5%

15.8%

19.9%

21.1%

18.3%

16.2%

7.9%

5.7%

0.4%

0.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70歳以上

60代

50代

40代

30代

20代

10代（16歳～）

飲まない 月１～３日飲む 週１～３日飲む

週４～６日飲む 毎日飲む 無回答

 

  

ク （お酒を飲むと回答した方について） 

お酒を飲む日は１回あたり、どれくらいの量を飲みますか。日本酒に換算

して回答ください。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「1 合～2 合（360ml）未満」が 34.5%と最も割合が高く、以下、「1 合（180ml） 

未満」(31.2%)、「2 合～3 合（540ml）未満」(19.1%)の順になっています。 
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ケ あなたは、健康の維持・増進のために、日常的に運動する習慣はあります

か。（１回 30 分以上の軽く汗を流す程度の運動を、週２日以上かつ１年以上

続けていますか） 

＜全体＞ 

 

運動もしていな
いし、身体もあ
まり動かさない

24.2%

運動する習慣
がある
23.6%

無回答
 2.2%

運動はしてい
ないが掃除や
家事、よく歩く
など、こまめに
身体を動かし

ている　
 50.0%

 

  「運動はしていないが、掃除や家事、よく歩くなど、こまめに身体を動かし

ている」が 50.0%と最も割合が高く、以下、「運動もしていないし、身体もあ

まり動かさない」(24.2%)、「運動する習慣がある」(23.6%)の順になってい

ます。 

 

＜年代別＞ 

19.8%

24.7%

20.4%

23.2%

23.6%

28.9%

50.0%

56.4%

53.0%

51.5%

46.4%

44.0%

43.0%

36.4%

17.8%

19.9%

26.3%

29.9%

32.5%

28.1%

13.6%

6.0%

2.4%

1.9%

0.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

70歳以上

60代

50代

40代

30代

20代

10代（16歳～）

運動する習慣がある

運動はしていないがこまめに身体を動かしている

運動もしていないし、身体もあまり動かさない

無回答
   

  市民の約 4 人に１人は、運動習慣がなく、体もあまり動かしていません。 
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コ 運動している方の場合、どのような運動をしていますか。 

（該当するもの３つまで○印） 

      

「ウォーキング」が 49.9%と最も割合が高く、以下、「ストレッチや簡単な 

健康体操」(29.1%)、「筋力トレーニング」(19.4%)の順になっています。 

 

サ あなたはここ１か月、睡眠で休養がとれていますか。 

＜全体＞ 

  

無回答　1.3%
全く

とれていない　

1.5%

あまり

とれていない　

19.0%

充分

とれている　 

26.5%

まあまあ

とれている

51.7%

 

    「まあまあとれている」と「充分とれている」を合わせた“とれている人”

の割合は 78.2%となっています。一方で「あまりとれていない」と「全くと

れていない」を合わせた“とれていない人”の割合は 20.5％となっています。 

49.9% 

29.1%

19.4%

18.8%

10.0%

8.0%

27.4%

1.10% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

ウォーキング 

ストレッチ や簡単な 健康体操

筋力  トレーニング 

ジョギング 

水泳  や 水中  ウォーキング など

太極拳  、 ヨガ 、 ダンス など

その 他

無回答
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＜年代別＞ 

     市民の約５人に１人は、睡眠での休養が十分とれていないと回答しており、

その割合は、40 歳代の男性に顕著です。 

34.2%

34.2%

15.6%

23.6%

23.7%

34.1%

20.0%

50.7%

52.1%

54.4%

51.3%

51.8%

50.9%

43.2%

11.4%

12.5%

22.2%

29.5%

21.5%

23.7%

22.7%

1.8%

3.1%

3.6%

2.2%

0.3%

1.1%

0.9%

3.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

70歳以上

60代

50代

40代

30代

20代

10代（16歳～）

充分とれている まあまあとれている あまりとれていない

全くとれていない 無回答
 

シ あなたはここ１か月、不安・悩み・苦労などによるストレスや、気分が 

ひどく落ち込んだことがありましたか。 

＜全体＞ 

    

無回答
1.0%

全くない
 10.3%

大いにある 
18.1%

あまりない 
26.0%

少しはある 
44.6%

 

    「少しはある」と「大いにある」を合わせた“ある人”の割合は 62.7%と 

なっています。一方で「あまりない」と「全くない」を合わせた“ない人”

の割合は 36.3％となっています。 
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＜年代別＞ 

   

34.2%

34.2%

20.0%

15.6%

23.6%

23.7%

34.1%

50.7%

52.1%

54.4%

51.3%

51.8%

50.9%

43.2%

11.4%

12.5%

22.2%

29.5%

21.5%

23.7%

22.7%

0.3%

2.2%

3.6%

3.1%

1.8%

1.1%

0.9%

3.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

70歳以上

60代

50代

40代

30代

20代

10代（16歳～）

大いにある 少しはある あまりない 全くない 無回答

 

市民の約５人に１人は、ストレスや気分の落ち込みが大いにあると回答し

ており、その割合は 10 代と 60 代以降の年代において高い状況にあります。 

 

ス あなたの現在の歯の本数について、該当するものに○印をつけてください。 

＜全体＞ 

 

全部ある
（28本）
 27.6%

ほとんどある
（27～24本）

26.5%

だいたいある
（23～20本） 

16.4%

半分程度ある
（19～11本） 

12.9%

ほとんどない
（10本程度） 

15.6%

無回答
 1.0%

 

「全部ある（28 本）」が 27.6％と最も割合が高く、以下、「ほとんどある（27～

24 本）」（26.5％）、「だいたいある（23～20 本）」（16.4％）の順になっています。

また、70 歳代では、約半数の方が、自分の歯がほとんどないと回答しています。 
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   ＜年代別＞ 

   

4.0%

8.6%

18.1%

41.1%

57.6%

71.9%

81.8%

14.4%

22.0%

34.1%

41.1%

30.4%

24.6%

15.9%

16.4%

22.3%

24.8%

13.4%

9.9%

2.6%

17.4%

25.0%

14.8%

4.0%

1.6%

45.0%

21.4%

8.1%

2.3%

0.5%

0.4%

0.6%

2.7%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

70歳以上

60代

50代

40代

30代

20代

10代（16歳～）

全部ある（28本） ほとんどある（27～24本） だいたいある（23～20本）

半分程度ある（19～11本） ほとんどない（10本程度） 無回答
 

 

セ 歯の健康を守るために、意識して行っていることはどのようなことですか。

該当するものすべてに○をつけてください。 

   

53.4%

27.6%

25.1%

19.9%

15.6%

12.9%

10.6%

2.3%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

歯磨きを丁寧に、時間をかけてしている

特に何もしていない、意識していない

歯間清掃用具（フロスや歯間ブラシ）も使用している

よく噛んで食べるようにしている

定期的に歯科医院で歯石を除去してもらっている

定期的に歯科検診を受けている

 　食べものに気をつけている

その他

無回答

 

「歯磨きを丁寧に、時間をかけてしている」が 53.4%と最も割合が高く、以

下、「特に何もしていない、意識していない」(27.6%)、「歯間清掃用具（フロ

スや歯間ブラシ）も使用している」(25.1%)の順になっています。 
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47.7%

41.4%

26.8%

24.7%

17.2%

16.6%

10.5%

9.4%

7.1%

4.8%

2.0%

5.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

年齢や自分の体にあった運動の種類や方法

食事や栄養の工夫や知識

ストレスに対する対処法

運動ができる施設や場所

特にない

健（検）診結果の見方や病気の予防方法

地域で実施している健康づくりイベントや活動に関
する情報

歯の健康

健康づくりを一緒に行えるグループや団体等の情
報

たばこの害の知識や禁煙に関する方法

その他

無回答

（％）

16～19歳20～29歳30～39歳40～49歳50～59歳60～69歳70歳以上

1　 食事や栄養の工夫や知識 ②　43.2 ①　49.1 ①　40.3 ①　43.3 ②　41.1 ②　43.2 ②　36.2

2　 年齢や自分の体にあった運動の種類や方法 ①　45.5 ②　44.7 ②　38.7 ①　43.3 ①　54.4 ①　53.0 ①　47.0

3　 運動ができる施設や場所 25.0 ③　39.5 ③　31.9 26.8 27.0 23.2 12.8

4　 たばこの害の知識や禁煙に関する方法 0.0 4.4 9.9 4.5 4.8 4.5 2.7

5　 ストレスに対する対処法 ③　43.2 32.5 30.9 ③　32.6 ③　30.4 ③　24.4 14.4

6　 健（検）診結果の見方や病気の予防方法 11.4 19.3 18.3 17.0 15.6 16.1 16.1

7　 歯の健康 6.8 18.4 15.2 6.7 6.3 8.9 8.4

8　 健康づくりを一緒に行えるグループや団体等の情報 0.0 6.1 4.2 7.1 8.5 10.4 5.4

9　 地域で実施している健康づくりイベントや活動に関する情報 0.0 8.8 8.4 11.6 15.6 12.2 7.0

10 特にない 20.5 9.6 11.0 15.2 11.9 17.9 ③　29.2

11 その他 0.0 2.6 1.6 2.2 1.1 2.4 2.7

12 無回答 6.8 7.0 7.3 4.5 5.2 6.8 4.7

　※着色した数値は上位３項目を、数値の前の○の数字は順位を表します。

ソ あなたが健康づくりに取り組む上で、今後知りたいと思う情報は何ですか。

該当するもの 3 つまで選んでください。 

＜全体＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「年齢や自分の体にあった運動の種類や方法」が 47.7%と最も割合が高く、

以下、「食事や栄養の工夫や知識」(41.4%)、「ストレスに対する対処法」(26.8%)

の順になっています。 

 

＜年代別＞ 
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20～39 歳以外の各年齢層で「年齢や自分の体にあった運動の種類や方法」

の割合が最も高くなっており、20～39 歳の各年齢層では「食事や栄養の工夫

や知識」、40～49 歳の年齢層では「年齢や自分の体にあった運動の種類や方法」

とともに「食事や栄養の工夫や知識」の割合が最も高くなっています。 

    すべての年代において、「年齢や自分の体にあった運動の種類や方法」、「食

事や栄養の工夫や知識」が最も多く、10 歳代、40 歳代、50 歳代では次いで、

「ストレスに対する対処法」を挙げています。 

    

 

② 市民の喫煙習慣 
   
   男性は 30 歳代、40 歳代、50 歳代、女性は 40 歳代、50 歳代における喫煙率 

が高く、特に男性 50 歳代の喫煙率が 38.9％と高い状況になっています。 

    

表１３ 市民の喫煙率          

喫煙率 

（％） 

喫煙率 

（20 歳以上） 
16 歳～19 歳 20 歳～29 歳 30 歳～39 歳 40 歳～49 歳 50 歳～59 歳 60 歳～69 歳 70 歳以上 

男性 25.7% 0% 12.8% 34.3% 34.6% 38.9% 23.5% 17.3% 

女性 10.4% 0% 7.3% 9.4% 17.5% 17.7% 10.8% 1.1% 

市全体 16.9%  

                        資料：平成 30 年度市民意識調査 

 

妊婦の喫煙率は年々低下しており、妊婦の同居者、乳幼児の同居者の喫煙率

も、徐々に低下しています。子どもをたばこの煙から守るため、引き続き、禁

煙指導やたばこの健康被害について教育・啓発を図ることが必要です。 

 

表１４ 妊婦及び妊婦の同居者、乳幼児の同居者の喫煙率 

妊婦 妊婦同居者

喫煙率 喫煙率 4か月児 1歳6か月児 3歳児

平成24年度 5.0% 45.1% 57.5% 58.4% 59.1%

平成26年度 4.9% 41.9% 52.8% 55.2% 56.5%

平成28年度 3.3% 35.7% 52.2% 50.9% 52.4%

平成30年度 2.8% 35.9% 47.3% 46.4% 48.5%

令和元年度 1.9% 32.7% 45.2% 45.0% 46.0%

乳幼児同居者喫煙率
年度

妊婦及び3歳以下の
乳幼児のいる世帯で

喫煙者のいる割合（%）

 
資料：母子健康手帳交付及び乳幼児健康診査時の調査  
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 ① 低出生体重児（出生時の体重が 2,500ｇ未満）の出生割合の推移 

 出生率の減少傾向が続いている中、将来的に生活習慣病を引き起こしやすい

ことが報告されている低出生体重児の出生数及び割合は、増加しており、妊娠

前の若い世代からの健康づくり等の取組が必要です。 

 

  表１５ 低出生体重児数及び出生数に対する割合(青森市) 

区 分 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

低出生体重児数（人） 241 169 154 168 150 158 180 

割合（％） 10.5 8.4 7.7 8.4 7.9 8.6 10.3 

       

 

 ② 肥満傾向児の出現率 

県全体では、児童生徒の肥満傾向が高い水準で続いています。本市でも、全

般的に全国と比較して小・中学校通して男女ともに肥満傾向児(※1)の出現率は高

く、子どもの頃からの肥満予防対策が必要です。 

 

表１６ 肥満傾向児出現率 

青森市児童生徒体格調査

全国（％） 県（％） 市（％）

6歳 4.68 9.59 8.14

7歳 6.41 10.41 7.54

8歳 8.16 15.36 12.17

9歳 10.57 16.17 14.85

10歳 10.63 13.12 13.71

11歳 11.11 13.11 15.23

12歳 11.18 14.08 13.04

13歳 9.63 12.96 10.98

14歳 8.96 14.48 12.63

6歳 4.33 9.51 7.35

7歳 5.61 8.76 6.64

8歳 6.88 13.49 11.80

9歳 7.85 11.29 10.44

10歳 8.46 12.21 10.45

11歳 8.84 10.02 12.10

12歳 8.48 13.26 9.96

13歳 7.88 9.73 10.09

14歳 7.37 11.44 9.76

女

小学校

中学校

学校保健統計調査
性別 学年 年齢

男

小学校

中学校

 

 

 

 

             

※1  肥満傾向児：性別・年齢別・身長別に出した標準体重から求めた肥満度がプラス 20％ 

以上の体重の児童をいう。 

資料：平成 30 年青森県保健統計年報 

（４） 子どもの健康 

資料：令和元年度学校保健統計調査 

令和元年度青森市児童生徒体格調査 
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③ 子どものう歯有病率 

  1 歳 6 か月児健康診査における乳幼児健康診査におけるう歯有病率(※1)は、平

成 24年と比較すると 1.7％低下、また、3歳児健康診査では 5.5％低下しています。 

  今後も引き続き、う歯の予防に努め、子どもの頃からの歯・口腔の健康づくり

を推進していくことが必要です。 

 

表１７ １歳６か月児のう歯有病率の推移             （％） 

区 分 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

青森市 2.7 2.3 2.2 1.6 1.6 1.1 1.0 

青森県 

(中核市を除く) 
3.1 3.0 2.5 2.4 2.1 1.9 1.9 

全 国 2.1 1.9 1.8 1.8 1.5 1.3 1.2 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

             

  ※1 う歯有病率：虫歯になっている歯を持つ人の割合のこと。  

図４８ １歳６か月児のう歯有病率の推移 

資料：厚生労働省歯科健康診査（1 歳 6 か月児及び 3 歳児健診）に係る実施状況（結果） 

資料：厚生労働省歯科健康診査（1 歳 6 か月児及び 3 歳児健診）に係る実施状況（結果） 
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資料：厚生労働省歯科健康診査（1 歳 6 か月児及び 3 歳児健診）に係る実施状況（結果） 

表１８ ３歳児のう歯有病率の推移                （％） 

区 分 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

青森市 23.2 22.6 23.5 22.2 20.9 17.9 17.7 

青森県 

(中核市を除く) 
34.5 30.4 28.8 28.8 26.3 24.6 23.1 

全 国 19.1 17.9 17.7 17.0 15.8 14.5 13.2 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４９ ３歳児のう歯有病率の推移 

資料：厚生労働省歯科健康診査（1 歳 6 か月児及び 3 歳児健診）に係る実施状況（結果） 
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２ 健康課題と解決に向けての視点                             
   

 

本市の男性の平均寿命は全国ワースト 4 位（平成 22 年）、県内最下位となっ

ており、その要因には、生活習慣病による死亡が約 6 割を占め、その死亡率が

全国より高い状態で推移していることや、生活習慣病による死亡の中でも、約 5

分の 1 が 65 歳未満の早世、いわゆる早死で占められていることなどがあります。 

   市民の健康はまちの活力であり、市民一人ひとりが、健康的な生活習慣を身

につけ、予防可能な病気を予防し、積極的に健康を維持増進し、健康で元気に

長生きできるよう、早世の減少と寿命の延伸に向け、市民一体となった取組を

進めていくことが必要です。 
      

 

市民の死因の約６割は生活習慣病が占めており、生活習慣病発症予防のため

の生活習慣の改善や、早期発見のための健診・検診の充実、また生活習慣病の

リスクがある方への重症化防止のための取組が必要です。 

健康的な生活習慣は、健康の維持向上と生活習慣病の発症予防･重症化予防に

おいても重要であり、子どもから大人まで、すべてのライフステージにおいて、

生涯を通じて健康であるための生活習慣づくりを進めるとともに、生活の質に

影響を及ぼす心の健康づくりや、高齢期になっても自立し元気に生活できるよ

う心身機能の維持向上を図る取組が必要です。 
  

 

市民の健康意識調査から、運動習慣や食事バランスについて、４人に１人が

意識はしていても実行していない、意識も実行もしていないと答えていること

や、がん検診に関するアンケート調査から、約８割の市民が「がん検診は早期

発見･早期治療に重要な検査である」としながら受診行動は約 5 割にとどまるな

ど、知識や意識はあっても実際の行動に結びついていない実情があります。 

健康に関する正しい知識を身につけ、活用する力となるヘルスリテラシー（健

康教養）を備えた人材を育成していくことが必要です。  

また、健診・検診の受診や生活習慣の改善等、個人の健康づくりの取組が継

続されていくためには、家庭、学校、職場、地域など、市民の生活のすべての

場において、ともに取り組むことが必要です。 

地域、学校、企業、行政の連携により、社会全体で相互に支え合いながら健

康づくりを推進するため、一体となって機運を醸成する「市民総ぐるみの健康

づくり運動」を進めていくことが必要です。 

 

（１） 早世の減少と平均寿命の延伸 

（２） 未来を支える人材の育成 

（３） 生涯現役の推進 
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３ 計画の理念                                         

  市民一人ひとりが挑戦する街を目指し、「心身ともに健康で、互いに支え合いな

がら、安心して生きがいを持って暮らすことができるやさしい街の実現」を基本

理念に掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 
 
心身ともに健康で、互いに支え合いながら、安心して生きがいを持って暮ら

すことができるやさしい街の実現 

生涯を通じた健康づくりの垂心 

基本方向１  市民のヘルスリテラシー（健康教養）の向上  

基本方向３  生涯を通じて健康であるための生活習慣づくり 

～栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、 

                   喫煙、歯・口腔の健康づくり～  

基本視点 生涯現役の推進 

基本方向４  社会生活を営むために必要な心身の機能の維持・向上 

～子どもの健康づくり、高齢者の健康づくり、こころの健康づくり～ 

基本方向２  生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底  

～健診・検診の充実とがん、循環器疾患、糖尿病などの予防～  

基本方向５  地域における健康づくり運動の促進と 

健康を支え守るための環境づくり 

＜全体目標＞ 

市民一人ひとりが挑戦する街 

○生活習慣病による死亡率の減少と、働き盛り世代の死亡の減少を図り、平

均寿命の延伸を図る。 

○一人ひとりが健康について学び、行動する力を持ち、社会全体で支え合い

ながら健康づくりに取り組む。 
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生涯現役の推進 

４ 計画の方向性                                  

本計画では、基本理念の実現を図るため、次の５つの基本方向を掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～健診・検診の充実とがん、循環器疾患、糖尿病などの予防～ 

がん、循環器疾患、糖尿病など予防可能な生活習慣病の発症予防と重症

化予防が図られるよう、市民が生活習慣の改善や生活習慣病の早期発見の

ための健診・検診の受診、受診結果に応じた適切な健康管理に主体的に取

り組められるよう支援します。 

２ 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底  

～栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯･口腔の健康づくり～

 子どもから高齢者までの全てのライフステージにおいて、栄養・食生活、

身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙に関する生活習慣の改善と、生涯を通

じた歯・口腔の健康づくりを推進します。 

３ 生涯を通じて健康であるための生活習慣づくり 

市民が主体的に健康づくりに取り組むことができるよう、地域ぐる

みの健康づくり活動を推進するとともに、地域や学校、企業、行政等

が互いに連携し、社会全体で支えあいながら健康づくりの取組がなさ

れる社会環境の整備に取り組みます。 

市民一人ひとりが、健康に関する正しい知識を身につけ、活用すること

ができるようヘルスリテラシー（健康教養）の向上に取り組みます。  

１ 市民のヘルスリテラシー（健康教養）の向上  

～子どもの健康づくり、高齢者の健康づくり、こころの健康づくり～ 

 全てのライフステージにおいて、個人の生活の質に大きく影響するこ

ころの健康づくりに取り組みます。さらに、高齢期になっても元気でい

きいきと生活できるよう、心身の機能の維持･向上に取り組みます。 

４ 社会生活を営むために必要な心身の機能の維持･向上 

５ 地域における健康づくり運動の促進と健康を支え守るための環境づくり 
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５ 計画の目標値設定の考え方                                     

目標とする指標項目と目標値 

計画の推進にあたっては、定期的に進捗状況を評価していくことが重要なこ

とから、達成状況を捕捉することができる目標とする指標項目と目標値を設定

しました。 

※ ただし、国の目標値の評価年度は令和４年度ですが、市の評価年度は青

森市総合計画前期基本計画の最終年度である令和５年度としました。 

イ． 目標項目、目標値とも国・県と同じもの 

ロ． 目標項目は国・県と同じ、目標値は増減率等に合わせたもの 

ハ． 目標項目は国・県と同じ、目標値は市が設定したもの 

ニ． 目標項目、目標値ともに市独自に設定したもの 

を設定基準とします。 

※この設定基準は、目標とする指標の各項目、目標値に併せて掲載しています。 

 

表１９ 計画の基本方向と主な取組ごとの目標指標項目数と目標値数 

基本方向と主な取組 項目数 目標値数 

市民のヘルスリテラシー（健康教養）の向上 ３ ３ 

生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 

 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 ８ ２０ 

 健診・検診の充実 ４ １２ 

生涯を通じて健康であるための生活習慣づくり 

 

栄養・食生活 ３ ５ 

身体活動・運動 ２ ４ 

休養 １ １ 

飲酒 ２ ３ 

喫煙 ４ ８ 

歯・口腔の健康づくり ３ ３ 

社会生活を営むために必要な心身の機能の維持・向上 

 子どもの健康づくり ２ ２ 

 高齢者の健康づくり １ １ 

 こころの健康づくり １ １ 

地域における健康づくり運動の促進と健康を支え守るための環境づくり 

 社会全体で支える健康づくり １ １ 

計 ３５ ６４ 

                         

 

目標値設定の考え方 


